
平成˜ 年 月™œ日 火曜日 第›��›号官 報

〇
内
閣
府
告
示
第
六
百
三
十
三
号

保
険
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
エ
イ
チ
デ
ィ
ー
ア
イ
・
イ
ン

ド
ゥ
ス
ト
ゥ
リ
ー
・
フ
ェ
ア
ジ
ッ
ヒ
ャ
ル
ン
グ
ス
・
ア
ク
ツ
ィ
ー
エ
ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
が
日
本
に
お
い
て
保
険
業
を

行
う
こ
と
を
平
成
十
九
年
九
月
十
三
日
付
を
も
っ
て
免
許
し
た
の
で
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

一

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
商
号
、
本
店
の
所
在
地
及
び
設
立
の
年
月
日

商

号

エ
イ
チ
デ
ィ
ー
ア
イ
・
イ
ン
ド
ゥ
ス
ト
ゥ
リ
ー
・
フ
ェ
ア
ジ
ッ
ヒ
ャ
ル
ン
グ
ス
・
ア
ク
ツ
ィ
ー
エ

ン
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト

本
店
の
所
在
地

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ハ
ノ
ー
バ
ー
市
リ
ー
ト
ホ
ル
ス
ト
二
番

設
立
の
年
月
日

二
〇
〇
一
年
十
二
月
十
四
日

二

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
設
立
に
当
た
っ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
の
国
名

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

三

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

氏

名

ウ
ヴ
ェ
・
ヨ
ー
ゲ
ン
・
シ
ー
ヴ
ェ
ス

住

所

東
京
都
世
田
谷
区
尾
山
台
二
丁
目
十
二
番
十
号

四

免
許
の
種
類

外
国
損
害
保
険
業
免
許

五

外
国
損
害
保
険
会
社
等
の
日
本
に
お
け
る
主
た
る
店
舗

東
京
都
千
代
田
区
三
番
町
二
番
地

三
番
町
Ｋ
Ｓ
ビ
ル

七
階

›


